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「日本医師会生涯教育講座・北海道医師会認定生涯教育講座実施要領」

一部改正について（お知らせ）

常任理事・学術部長　櫻井　晃洋

　日本医師会生涯教育制度は、学習した時間と内容をより的確に評価することを目的として、平成28年度に「生

涯教育制度実施要綱」の見直しが行われました。併せてカリキュラムコードおよび単位の付与基準の運用、各

種証明等の学習実績管理ならびに一括申告の支援等を日医管理のオンラインシステムである全国医師会研修管

理システム（以下「日医新システム」という。）を構築し、各都道府県医師会に対してもその導入と活用につ

いての要請がかねてよりなされておりました。

　当会としては、その対応について慎重に検討し、現在まで「かかりつけ医機能研修制度」のみ管理を行って

おりましたが、今後は、「専門医制度共通講習」の開催計画策定、地域包括診療加算の証明、医師資格証の使

用なども含め、将来的に日医新システムを利用せざるを得ない環境になることが想定されることから、標記実

施要領を日本医師会生涯教育制度実施要綱に準拠した内容に一部改正し、平成30年度から日医新システムを導

入することといたします。

　これに伴い、道内で開催する各種講演会・研修会の申請方法等の申請窓口や審査方法等について下記のとお

り一部変更となりました。詳細は北海道医師会ホームページ（http://www.hokkaido.med.or.jp/doctor/

education.html）に掲載しておりますのでご参照ください。

　ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

記

（主な改正内容）

◉　郡市医師会で企画された講座は当該郡市医師会内で自己審査を行い、審査結果を日医新システムに入力す

る。

◉　日医カリキュラム改定（単位数・CC制）に伴い「北海道医師会認定生涯教育講座」という概念が無くな

ったことにより講座名称を整理し、「日本医師会生涯教育講座」のみとなる。

◉　専門医会・医学会・各種研究団体等の審査は、北海道医師会学術部が行う（従前同様）。

◉　営利を目的とする団体（以下「営利団体」/製薬メーカーほか企業）のみが単独で主催する申請は不可（郡

市医師会等との共催は可能）。
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　日本医師会生涯教育制度の申告の時期がまい

りました。

　北海道医師会では、例年のとおり、特別なお

申し出がない限り、当会からお送りした受講記

録にもとづいて申告をとりまとめる「一括申告

方式」をいたします。

　従って、既にお手元に届いている日医雑誌同

封の「平成29年度生涯教育申告書」に記載され

ている提出期限を、当会独自に下記のとおり変

更いたします。

　申告手順に関しましては、５月に改めてお知

らせいたします。

記

　　　　変更前  　　　変更後

　   ４月30日（月）  ５月30日（水）

平成29年度生涯教育申告書提出期限の変更について

◇学術部◇


